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DV被害者支援のための相談・保護などを行っている。各都道府県に

設置されているので、近くの施設の連絡先は、内閣府男女共同参画局ホ

ームページ（配偶者からの暴力被害者支援情報〈https://www.gender.

go.jp/policy/no_violence/e-vaw/soudankikan/index.html〉）を参照され

たい。

（内閣府男女共同参画局ホームページ→主な政策→女性に対する暴力の

根絶→配偶者からの暴力被害者支援情報→相談機関一覧）

※携帯電話用サイトもあり。

＃配偶者暴力相談支援センター（DVセンター）＃

ストーカー被害者への被害防止の支援、加害者に対する警告・禁止命

令、捜査、検挙、逮捕などを行っている。相談先は、最寄りの警察署

（警察庁ホームページ（ストーカー対策〈https://www.npa.go.jp/bu

reau/safetylife/stalker/index.html〉））。

＃警察庁のストーカー対策＃


